
�����������������������������������������

区分 項目 持ち物 手続き先

届出
・
証明

印鑑登録

 登録する印鑑（三文判以外で、印影が鮮明な印鑑）
公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類⇒即日登録できます
 資格確認書、年金手帳など顔写真のない本人確認書類⇒郵送照
会により後日登録となります

市民課
藤代総合窓口課
取手支所【持っている方のみ】

マイナンバー（個人番号）カードの
住所変更

 マイナンバー（個人番号）カード

福祉

障害者手帳（身体・療育・精神）  障害者手帳※顔写真が必要な場合があります。

障害福祉課
藤代総合窓口課

特別児童扶養手当  特別児童扶養手当証書

特別障害者手当
障害児福祉手当 各種手当 認定通知書

障害福祉サービス

障害福祉サービス受給者証または通所受給者証
申請者および同一世帯の方のマイナンバー（個人番号）の分かる
ものまたは課税証明書
申請者本人の年収が分かる書類

医療福祉制度
（重度心身障害者マル福）

障害者手帳など（内容によって異なります）
銀行口座番号の分かるもの
健康保険の資格情報のわかるもの
申請者の扶養親族が取手市外に住所がある場合はその方の個人    
番号がわかるもの、及び所得照会同意書（事前にお問い合わせく
ださい）

国保年金課
藤代総合窓口課

自立支援医療
（精神通院、更生医療、育成医療）

旧住所地で発行する自立支援医療受給者証
申請者、および申請者と同一健康保険に属する方の健康保険証
の写し
個人番号の分かるもの
申請者と同一健康保険に属する方で、取手市外に住所のある方
のマイナンバー（個人番号）の分かるものまたは課税証明書

障害福祉課
藤代総合窓口課

介護保険被保険者で要介護・要支
援認定を受けている方、または申
請中の方

 介護保険受給資格証明書 高齢福祉課
藤代総合窓口課

いばらき高齢者優待制度
（いばらきシニアカード）

 マイナンバー（個人番号）カードや健康保険証など住所、生年月日
が確認できるもの（申請者本人が直接窓口へ）

高齢福祉課
藤代総合窓口課
取手支所
取手駅前窓口
戸頭窓口
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※詳細は、手続き先へお問い合わせください　☎74-2141（代表）

区分 項目 持ち物 手続き先

子ども

公立小・中学校
 前在籍校で発行する在学証明書
 前在籍校で発行する教科書給与証明書
    （各窓口で発行する転入学通知書と共に就学先の学校へ提出）

教育委員会学務課
市民課
取手支所

マル福・ぬくもり助成
※対象は小児（０～18歳：高校生
相当年齢）、妊産婦、母子・父子
家庭

健康保険の資格情報のわかるもの
銀行口座番号の分かるもの
申請者の扶養親族が取手市外に住所がある場合はその方の個人
番号がわかるもの、及び所得照会同意書（事前にお問い合わせく
ださい）

国保年金課
藤代総合窓口課
取手支所

児童手当

来庁者の本人確認ができるもの
口座番号の分かるもの
個人番号の分かるもの

※上記以外にも、状況に応じて書類の提出が必要な場合があります。

こども政策課
藤代総合窓口課
取手支所

児童扶養手当  児童扶養手当証書 こども政策課
藤代総合窓口課

いばらき子育て家庭優待制度
（いばらきキッズクラブカード） 本人確認書類

こども政策課
こども相談課
藤代総合窓口課
取手支所
取手駅前窓口
戸頭窓口
保健センター

健康
・
保健

妊婦・産婦健康診査受診票
新生児聴覚検査受診票

旧住所地の受診票
母子健康手帳 こども相談課

1か月児健康診査受診票
乳児健康診査受診票

旧住所地の受診票
母子健康手帳 保健センター

予防接種予診票 旧住所地の予防接種予診票
母子健康手帳、予防接種歴が分かるもの 保健センター

妊婦のための支援給付金
本人確認書類
口座番号の分かるもの

※マイナポータルによる公金受取口座登録済の方は省略可
こども相談課

保険
・
年金

国民年金
来庁者の本人確認ができるもの
基礎年金番号が分かるもの（マイナンバーカードでも可）

※必要に応じて提出書類が異なります。詳細はお問い合わせください。

国保年金課
藤代総合窓口課
取手支所

国民健康保険

来庁者の本人確認ができるもの
個人番号の分かるもの
世帯主から来庁者への委任状（世帯主が来庁する場合は不要）

※必要に応じて提出書類が異なります。詳細はお問い合わせください。

後期高齢者医療
来庁者の本人確認ができるもの
個人番号の分かるもの

※必要に応じて提出書類が異なります。詳細はお問い合わせください。
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